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高島市スポーツ推進計画　概要

高
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念

（政策課題）

年齢や性別、障害等を問わず、広く人々が関心、

適性等に応じてスポーツに参画することができる

スポーツ環境の整備

（基本理念）

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこと

が人々の権利

スポーツ基本法
（平成２３年６月制定）

新たな

スポーツ文化

の確立

スポーツ基本計画
（平成２４年３月策定）

◇地域体育振興会と総合型

スポーツクラブの連携

◇高島市健康推進計画「健

康たかしま２１プラン」との連

携

◇スポーツ推進委員の健康

スポーツ啓発活動

◇子どもの体力向上を推進

◇障がい者スポーツの理解

を深める啓発の促進

◇成人の週１回以上の運動・

スポーツの実施率、５年後５

０％（Ｈ２９）、１０年後６５％

（Ｈ３４）

２ 競技スポーツ推進

◇体育協会の法人化を目指し

組織力の充実強化

◇各種競技大会の水準の向上

◇子どもから大人まで一貫した

育成環境の整備

◇全国大会、国際大会出場者

の顕彰制度の拡充

◇児童、生徒のスポーツ活動

支援

◇障がい者の競技スポーツへ

の取り組み支援

◇市民体育大会10年後30％増

県民体育大会10年後10％増

３ スポーツクラブ育成 ４ スポーツボランティア育成 ５ スポーツイベント振興 ６ スポーツ施設整備

スポーツ大会やイベント、ス

ポーツクラブ、団体は報酬を

目的としない多くのスポーツボ

ランティアで支えられていま

す。

多くの市民にスポーツを支え

る立場からボランティアの重

要性と必要性を理解していた

だき、ボランティアとしての参

加者の拡大を図ります。

このボランティアの広がり

は、災害時の相互扶協力にも

繋がることになります。

多くの市民にスポーツに参

加する機会を提供するため、

スポーツイベントが開催されて

いますが、今後も限られた予

算の中でより多くの市民が参

加できるように企画、実施しま

す。

また、イベントの実施主体を

スポーツ団体が担っていける

ように団体への働きかけや支

援をします。

市内には町村時代に建設さ

れたスポーツ施設を多数継承

していますが、順次計画的に

改修整備を行い、市民が快適

にスポーツを実施できるような

環境づくりを推進します。

指定管理施設については、

その施設の持つ公共性をより

発揮し、設置目的を達成する

ために、指定管理者選定にあ

たってはスポーツクラブやス

ポーツ団体の持つ管理指導

能力なども重要な要素の一つ

とします。

◇スポーツクラブの自立運営

支援

◇スポーツ団体指導者の資質

向上、養成のための支援

◇地域住民に対する総合型地

域スポーツクラブへの参画促

進

◇障がいの程度に応じて指導

ができる指導者の育成により

障がいのある人もない人も共

に楽しめるクラブづくりの推進

◇啓発活動や募集広報によ

る参加者の拡大

◇スポーツ愛好家のニーズに

対応できるよう、指導者の資

質向上のための講習会や研

修会を開催

◇ウォーキングの実施

◇マラソン大会の充実

◇トライアスロン大会の充実

◇宿泊を伴ったスポーツ大会

の誘致

◇障がい者のスポーツ・レク

リエーション活動の推進と障

がい者スポーツ大会への参

加支援

◇施設の計画的修繕、改修

◇施設のバリアフリー化

◇施設を整備し、スポーツ

ツーリズムの推進

◇学校体育施設の利用者の

登録制度の導入

◇体育施設の指定管理者制

度の拡充

１ 健康スポーツ推進

「する」「健康」に重点をおい

て、一人ひとりが目的意識を

もってスポーツに取り組めるよ

うな環境作りを進めます。

特に運動やスポーツは生活

習慣病の発症を予防する効

果があり、住民の健康増進や

医療費を抑制する観点から

も、運動習慣を身につけた

人々の増加を図ります。

「学ぶ」「競う」時期にある小

学生～高校生は、年齢や体

力、目的に応じて、適切な指

導者から指導を受けられる環

境づくりが求められています。

競う」アスリートを育成するた

めには、スポーツ少年団、中

学校部活動、高校部活動と成

長にあわせた一貫した指導環

境が望ましく、関係する団体

や機関が相互に連携協力を

図ります。

クラブや団体は安定的な財

政運営が重要となります。

指導者の資質の向上、会員

数の増加や学校部活動への

指導者の派遣等により、団体

のサービス提供に対する対価

により、自立的に運営できるよ

う、安定的な財政基盤の確立

を支援します。

また、スポーツクラブなどに

よる体育施設の指定管理者に

向けて施設管理の方策を検

討します。

～「だれもが・いつでも・気軽に」スポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現をめざして～

高島市スポーツ推進計画

｢お互いさま｣と｢おかげさま｣が対流する「環の郷たかしま」の実現 （理念）

高島市総合計画

１．心のかよう人づくり ２．人が支え合う地域づくり ３．自然共生型の産業づくり

４．水と里山を活かした環境づくり ５．未来に託す基盤づくり

「志の教育」を推進

高島市教育行政基本方針

１．学校教育の充実 ２．社会教育の推進 ３．青少年教育の推進

４．文化財の継承・活用 ５．スポーツの振興 ６．教育環境等の整備
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平成２５年度（策定年度） 平成２９年度（中間見直） 平成３４年度（最終年度）期間：

・子どものスポーツ機会の充実

・ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

・住民が主体的に参画できる地域のスポーツ環境の

整備

・国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ

環境の整備

・国際貢献・交流の促進

・スポーツ界の透明性、公平公正性の向上

～スポーツを通じてすべての人々が幸福で豊かな生活を営むことができる社会～

・健康状態に応じてスポーツを行う

・学校、スポーツ団体、家庭及び地域

における活動を相互に連携

・スポーツを通じて地域社会の全て

の世代の人々の交流を促進

・障がい者が自主的かつ積極的にス

ポーツが行える配慮


